
【令和６年度通所介護利用料金】 

 
※介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の負担割合に応じた額が利用者の負担額

となります。 

【料金表】(１割負担額の場合)  
○所要時間６時間以上７時間未満の場合 

 要介護１    ５８４円 要介護２     ６８９円 

要介護３   ７９６円 要介護４    ９０１円 要介護５   １０，０８円 
  
○所要時間７時間以上８時間未満の場合 

 要介護１    ６５８円 要介護２     ７７７円 

要介護３   ９００円 要介護４  １，０２３円 要介護５   １，１４８円 
 

 ○所要時間８時間以上９時間未満の場合 

 要介護１    ６６９円 要介護２     ７９１円 

要介護３   ９１５円 要介護４  １，０４１円 要介護５   １，１６８円 
 

〇延長加算 

９時間以上１０時間未満 ５０円 

１０時間以上１１時間未満 １００円 

１１時間以上１２時間未満 １５０円 
・上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、お客様の居宅サービ

ス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。 

○加算 

種   類 利 用 料 
入浴介助加算（Ⅰ）              ４０円／回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）・ロ              ７６円／回 

個別機能訓練加算（Ⅱ）              ２０円／月 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）             １００円／月 

科学的介護推進体制加算              ４０円／月 

栄養アセスメント加算              ５０円／月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） ※原則 3 ヶ月以内、月 2 回を限度・１６０円／月 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） ※Ⅰ・Ⅱは併算定不可      ３０円／月 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）              ６０円／月 

サービス提供強化加算Ⅲ               ６円／日 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)          総単位数の９．０％ 

送迎減算(送迎対応なし)            －４７円／片道 



 

 

介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス 

 

○ 通所型サービス独自(１割負担額の場合)  
 

  （筑前町）※筑前町の地域単価（１単位１０円） 

要支援１・事業対象者  １，７９８円／月   要支援２・事業対象者  ３，６２１円／月  

    

（筑紫野市）※筑紫野市の地域単価(１単位１０，１４円) 

要支援１・事業対象者  １，８２３円／月   要支援２・事業対象者  ３，６７２円／月 

   

○送迎を行わない場合（片道）        （筑前町）  －４７円／月 

                       （筑紫野市） －４８円／月 

       

○加算 栄養アセスメント加算        （筑前町）   ５０円／月 

                       （筑紫野市）  ５１円／月 

  

○加算 科学的介護推進体制加算       （筑前町）   ４０円／月 

                       （筑紫野市）  ４１円／月 

 

○加算 生活機能向上連携加算        （筑前町）  ２００円／月 

                       （筑紫野市） ２０２円／月 

 

○加算 口腔機能向上加算（Ⅱ）       （筑前町）  １６０円／月 

                       （筑紫野市） １６２円／月 

 

  

 ○加算 一体的サービス提供加算       （筑前町）  ４８０円／月 

※栄養改善加算・口腔機能向上加算     （筑紫野市） ４８８円／月 

 

 

 

○加算 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)                   総単位数の９．０％ 

 

○加算 サービス提供強化加算（Ⅲ） （筑前町）（筑紫野市）支援１・事業対象者 ２４円／月 

 

  （筑前町）（筑紫野市）支援２・事業対象者 ４８円／月 

 

○通所型サービスＡ（筑前町） 

 

要支援１・２（事業対象者）  １，２５９単位／月 

 

 

 


